
神戸市保育体制強化事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、神戸市の保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を目的に、地域住民

や子育て経験者などの地域の多様な人材（以下「保育支援者」という。）を保育に係る周辺業務に活用

し、その配置に要する費用の一部を補填する補助金を交付することについて、神戸市補助金等の交付に

関する規則（平成27年３月神戸市規則第38号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助総則） 

第２条 市長は、前条の目的を達成するため、民間の幼保連携型認定こども園及び保育所（以下「認定こ

ども園等」という。）に対し、予算の範囲内において、本要綱に定める補助金を交付するものとする。 

 

（補助の対象） 

第３条 補助の対象は、神戸市内の認定こども園等における保育支援者の配置及び散歩等の児童の園外活

動時の見守り等に要する費用の一部とする。 

 

（補助の対象となる者） 

第４条 補助の対象となる者（保育支援者）は、保育士資格を有しない者で、平成26年４月１日以降、新

たに認定こども園等に配置され、且つ次の業務を行う者とする。 

（１） 保育整備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃 

（２） 給食の配膳・あとかたづけ 

（３） 寝具の用意・あとかたづけ 

（４） 外国籍の保護者とのやりとりに係る通訳等 

（５） 児童の園外活動時の見守り等 

（６） その他、保育士の負担軽減に資する業務 

なお、児童の園外活動時の見守り等を行う者は、施設において「保育所等における園外活動時の安全

管理に関する留意事項」（令和元年６月21日厚生労働省）及び「教育・保育施設等における事故防止及

び事故発生時の対応のためのガイドライン～施設・事業者向け～」（平成 28 年３月）に基づいた研修

を受けた者もしくは警備会社から派遣された警備員とする。 

 

（補助要件） 

第５条 本事業を実施する認定こども園等は、実施計画書を提出しなければならない。 

２ 前項に掲げる実施計画書には、①本事業による保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される 

内容および②職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組（保育支援者の配置を除く。）を記載しな 

ければばらない。 

（補助金額） 



第６条 補助金額は、以下に定める通りとする。 

（１）保育支援者の配置に係る補助金額は一の認定こども園等（分園を除く）あたり月額100,000円を

上限とする。    

（２）保育支援者が児童の園外活動時の見守り等にも取り組む場合、第１号の補助額金額に月額45,00

0円を加算する。 

（３）園外活動時に警備会社から派遣された警備員を同行させる場合、第１号の補助額金額に月額45,

000円を加算する。 

（４）第２号及び第３号に定める加算は、一の認定こども園等あたり、どちらか一方を適用する。 

 

（補助金の使途） 

第７条 前条に定める補助金は第３条に掲げる用途にのみ支出しなければならない。 

 

（補助金の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、市長に対して神戸市保育体制

強化事業補助金交付申請書（様式第１号）を添付書類とともに提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは補助金の

交付決定をし、神戸市保育体制強化事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者

に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付決定にあたり、必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、前項の交付決定通知を行った場合、補助金申請額と交付決定金額が同額である

ときは、会計規則第42条に規定する請求書の提出を省略し、速やかに補助金を申請者に支

払うものとする。 

 

（施行の細則） 

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、主管局長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は平成26年６月23日から施行し、平成26年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は平成28年１月25日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は令和元年11月28日から施行し、平成31年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は令和２年９月30日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 



附 則 

この要綱は令和３年４月19日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は令和４年４月26日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は令和４年９月５日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 



  
様式第１号（第８条関係） 
 

 年 月 日 
 

神 戸 市 長 宛 
 

  [補助事業者] 

住          所   

法  人  名    

 

 
 
 
 

神戸市保育体制強化事業補助金交付申請書 

 
 
 
神戸市保育体制強化事業補助要綱第８条の規定に基づき、下記の通り申請します。 
 
 

申請金額 円 
 

ただし、 年度 半期分 神戸市保育体制強化事業補助金 
 
債権者登録有の場合 債権者登録番号： 
債権者登録無の場合 下記に口座情報を記入 

振
込
口
座 

銀行名 
 

支店名 
 

種別 
 

口座番号  

名義（カナ） 
 

 
 
注） 債権者登録をしている方は、住所、名称について、 

債権者登録のとおり記載してください。

 



   

                             

様式第２号（第９条関係）  

（ 公 印 省 略 ） 

第 号 
 年  月  日 

 

 

設置者・園長 様 

 

神 戸 市 長   
 
 
 

神戸市保育体制強化事業補助金交付決定通知書 
（ 年度 半期分） 

 
 
 

みだしのことについて、下記のとおり決定しましたので、神戸市保育体制強化事業

補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 
 
 

記 
 
１ 補助金 

交付決定額 円 

 

２ 補助の条件 

神戸市保育体制強化事業に係る経費に充てること。 


